
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年７月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第３９号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２２年１０月２７日 １６時００分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市部埼南東沖 下関南東水道第１号灯浮標   

部埼灯台から真方位１２０°２,９３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.８′ 東経１３１°０３.０′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第八幸
こう

徳
とく

丸、４９８トン 

 １３４１９０、前田海運株式会社  

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首外板小凹損 

灯浮標 胴板凹損、櫓主柱曲損、梯子曲損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、部埼南東沖を約１０ノットの対地速

力で南東進中、船長が、下関南東水道第１号灯浮標に気付いていたが、潮

流に圧流されて同灯浮標に接近した際、船首死角に入った同灯浮標を見失

い、平成２２年１０月２７日１６時００分ごろ、下関南東水道第１号灯浮

標に衝突した。 

 本船は、航行に支障がなかったので航海を続けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 南東流約１～２ノット 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.１ｍ、船尾約３.１ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、部埼南東沖の下関南東水道を南東進

中、船長が適切な見張りを行っていなかったこと

から、下関南東水道第１号灯浮標に衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、部埼南東沖の下関南東水道を南東進中、船長が適切

な見張りを行っていなかったため、下関南東水道第１号灯浮標に衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

 

 




